
「第５章 行為許可及び公園事業等の取扱に関する事項」改定の方針 

 現行の取扱である菅平地域管理計画（平成 13 年７月策定）において、須坂管理計画区

及び高山管理計画区は、同じ地区として扱われている。平成 22 年の公園計画の点検に

よりそれぞれの地区に分割されたが、現時点では現行の管理計画の取扱で大きな問題

は生じていない。 

 

 

改定案「第５章 行為許可及び公園事業等の取扱に関する事項」の構成 

１．許可、届出等取扱方針 

２．公園事業取扱方針 

道路（車道） 

道路（歩道） 

園地 

宿舎 

スキー場 

（１）特別地域 

① 全行為共通 

② 工作物の新・改・増築 

ア 建築物 

イ 道路（車道） 

ウ 配電・通信施設 

エ 自動販売機 

オ 治山・治水施設 

③ 木竹の伐採 

④ 土石の採取 

ア ボーリング 

イ 採石業等 

ウ その他の土石の採取 

⑤ 広告物 

⑥ 土地の形状変更 

⑦ 植物の採取 

⑧ 学術研究共通 

（２）普通地域 

① 工作物の新・改・増築 

ア 建築物 

イ その他の工作物 

② 広告物 

③ 土石の採取・採石 

④ 土地の形状変更 
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